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令和７年度 税制改正大綱 ～法人税～ 

令和７年度税制改正大綱が公表されました。その改正内容のうち、法人税の改正の概要についてお知らせいたします。 
＜法人課税＞ 
● 中小法人等の軽減税率の特例の延長及び見直し 
(1) 基本的考え方 

中小企業の 800 万円までの所得に適用される軽減税率の特例は、リーマン・ ショックの際の経済対策として講
じられた時限措置である。 

今般、賃上げや物価高への対応に直面している中小企業の状況を踏まえ適用期限を２年延長するが、極めて所得
が高い中小企業等（約 2,000 社）については一定の見直しを行うとともに、特例税率が設けられた経緯等を踏まえ
次の適用期限の到来時に改めて検討する。 

今回の特例税率の見直しの対象となる極めて所得が高い中小企業等の多数は、一定の要件の下で中小企業経営強
化税制の拡充措置を活用することができ、その場合には特例税率の見直しを大きく上回るメリットを受けることが
できる。 こうした税制面での対応により、地域経済における前向きな投資を後押しする。 

(2) 改正の内容 
中小企業者等の法人税の軽減税率の特例について、次の見直しを行った上、その適用期限を２年延長する。 

①  所得の金額が年 10 億円を超える事業年度について、所得の金額のうち年 800 万円以下の金額に適用される税
率を 17％（現行：15％）に引き上げる。 

②  適用対象法人の範囲から通算法人を除外する。 
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● 中小企業投資促進税制の延長及び拡充 
(1) 改正の内容 

中小企業投資促進税制について、関係法令の改正を前提にみなし大企業の判定における大規模法人の有する株式
又は出資から、その判定対象である法人が農地法に規定する農地所有適格法人である場合で、かつ、一定の承認会
社がその農地所有適格法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の 50％を超える数又は金額の株式又は出資を有
する場合におけるその株式又は出資を除外した上、その適用期限を２年延長する。 

(2) 一定の承認会社 
上記(1)の「一定の承認会社」とは、農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法に規定する承認会

社のうち地方公共団体・農業協同組合・農業協同組合連合会・農林中央金庫又は株式会社日本政策金融公庫がその
総株主の議決権の過半数を有しているものをいう。 

(3) みなし大企業の判定 
資本金の額又は出資金の額が１億円以下の法人のうち、その発行済株式若しくは出資の総数若しくは総額の２分

の１以上が同一の大規模法人の所有に属している法人又はその発行済株式若しくは出資の総数若しくは総額の３分
の２以上が大規模法人の所有に属している法人は、中小企業者に該当しない法人（みなし大企業）となる。 

この大規模法人とは、資本金の額若しくは出資金の額が 1 億円を超える法人、資本若しくは出資を有しない法人
のうち常時使用する従業員の数が 1,000 人を超える法人又は大法人（資本金の額又は出資金の額が５億円以上であ
る法人など）による完全支配関係がある普通法人などをいい、中小企業投資育成株式会社を除く。 

令和元年度の税制改正前は、大規模法人が直接にその株式又は出資を有する法人（その大規模法人を親法人とす
る子法人のみ）がみなし大企業に該当することとされていたが、同改正後は、大規模法人が直接又は間接にその株
式又は出資を有する法人がみなし大企業に該当することとなり、みなし大企業の範囲が拡大されている。 
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● 中小企業経営強化税制の延長及び拡充 
(1) 基本的考え方 

中小企業は、雇用の７割を抱えるわが国にとって重要な経済主体であり、その健全な成長が地域経済の維持・発
展のために不可欠であるが、小規模事業者やスタートアップ企業、さらには地域経済を牽引する企業や大きな成長
力を有する企業など様々な態様がある。その中でも、売上高 100 億円を超えるような中小企業は、輸出や海外展開
等により域外需要を獲得するとともに、域内調達により新たな需要を創出する地域の中核となる存在であり、そう
した企業を育成することで、地域経済に好循環を生み出していくことが鍵となる。そのため、売上高 100 億円超を
目指す、成長意欲の高い中小企業が思い切った設備投資を行うことができるよう、中小企業経営強化税制を拡充し、
対象設備に建物を加える。食品等事業者がワンストップで同税制を活用できる仕組みを構築する。 

(2) 改正の内容 
① 適用期限を、２年間延長（令和８年度末(2026 年度末)まで）する。  
② 現行措置について、Ｃ類型は廃止・Ａ類型及びＢ類型は指標の見直しを行う。 
③ 100 億企業の創出を促進するための拡充措置として、売上高 100 億円超の達成に向けたロードマップ作成等を
要件に、工場のラインや店舗等の生産性向上に係る設備導入に伴う建物を対象設備に追加する。  

④ 建物を新増設した際、その年度末の雇用者給与支給総額が前年度末と比較して 2.5％以上増加した場合には、特
別償却 15％又は税額控除１％、5.0％以上増加した場合には、特別償却 25％又は税額控除２％を適用する。  
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● 地域未来投資促進税制の延長及び拡充 
(1) 基本的考え方 

地域の特性や魅力を生かした地域社会の創出に向け、地域未来投資促進税制については、各地方自治体が設定す
る重点分野への設備投資を後押しするため、「高成長投資枠」に対する新たな類型の追加等を行った上で、適用期限
を３年延長する。 

(2) 改正の内容 
地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、

次の措置を講じた上、その適用期限を３年延長する。 
① 10 億円以上の設備投資を対象に追加 

特別償却率を 50％・税額控除率を５％に、それぞれ引き上げる措置について、一定の設備投資を追加する。 
② 特別償却率の引下げ  

機械装置及び器具備品の特別償却率を 35％（現行：40％）に引き下げる。 
③ 投資規模要件の引上げ 

特定地域経済牽引事業施設等に係る投資規模要件を１億円以上（現行：2,000 万円以上）に引き上げる。 
④ 主務大臣の確認要件の見直し 

承認地域経済牽引事業の主務大臣の確認要件について、一定の見直しを行う。  
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